
�愛媛県告示第５６８号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、今治市菊間町種地域に係る県営土地改良事業計画を

定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地

改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・八王子地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成１７年３月２２日から４月１８日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�������
�愛媛県告示第５７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、今治市大三島町肥海地域に係る県営土地改良事業計

画を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該

土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・大串地区）計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成１７年３月２２日から４月１８日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�������
�愛媛県告示第５７１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、大洲市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・梅の木地区）の施行に平成

１７年３月９日同意した。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 救急病院の協力申出…………………………………………………２９１

○ 県営土地改良事業の事業計画書の縦覧（２件）…………………２９１

○ 市営土地改良事業の施行の同意……………………………………２９１

○ 県営土地改良事業の換地処分（３件）……………………………２９２

○ 保安林の指定施業要件を変更する旨の通知………………………２９２

○ 廃川敷地等の発生（４件）…………………………………………２９３

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可（２件）………………………２９４

○ 道路の区域変更（県道川之江大豊線）……………………………２９５

○ 道路の区域変更（一般国道第４４０号）……………………………２９５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………２９６

○ 道路の区域変更（県道久万中山線）………………………………２９６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………２９６

○ 道路の区域変更（県道美川松山線）………………………………２９６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………２９７

○ 道路の区域変更（一般国道３８０号）………………………………２９７

○ 道路の区域変更（県道宇和三間線）………………………………２９７

○ 道路の供用開始（県道宇和三間線外）……………………………２９８

○ 道路の区域変更（県道一本松城辺線）……………………………２９８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………２９８

○ 都市計画の変更による図書の写しの縦覧…………………………２９８

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………２９８

○ 道路の位置の指定……………………………………………………２９９

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定……………………………………２９９

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定の取消し…………………………２９９

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定願の記載事項の変更……………２９９

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告…………………３００

○ 争議行為の通知の公表………………………………………………３００

公営企業告示

○ 落札者等の告示………………………………………………………３００

公営企業管理規程

○ 愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程………………３０１

雑 報

○ 裁決手続開始の決定の公告（３件）………………………………３０１

正 誤

○ 平成１６年１２月２８日付け第１６２２号愛媛県人事委員会規則７－１０

０２（特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則）中…３０２

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

瀬戸内海病院 今治市北宝来町二丁目
４番地９

医療法人
生 き る 会

平成２０年
３月２５日
まで
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�愛媛県告示第５７２号
平成１７年３月１４日県営中山間地域総合整備事業南宇和地区

（僧都工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項におい

て準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５７３号
平成１７年３月１４日県営中山間地域総合整備事業内山地区（

川上・谷工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項にお

いて準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５７４号
平成１７年３月１４日県営中山間地域総合整備事業内山地区（

駄場工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において

準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５７５号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたか

ら、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準

用する同法第３０条の規定により告示する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

四国中央市新宮町馬立字三ツ足山（国有林）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

四国中央市土居町浦山字峨�山・字地吉山（以上２字
国有林。次の図に示す部分に限る。）、字外ノ尾（国有

林）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市福成寺字炭谷山（国有林。次の図に示す部分に

限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

４� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市楠字永納山（国有林。次の図に示す部分に限る

。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

５� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市西之川字野地丁・字老野丁（以上２字国有林。

次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

６� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市氷見字長谷山（国有林。次の図に示す部分に限

る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

愛 媛 県 報平成１７年３月１８日 第１６４２号
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� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

７� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町大川字狼ケ城山（国有林。次の図

に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

８� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

伊予郡砥部町七折字大谷山（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

９� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

四国中央市土居町北野字北山（国有林。次の図に示す

部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１０� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

四国中央市新宮町馬立字三ツ足山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁並びに関係市役所及び町役場に備え置

いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５７６号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局建設部に

備え置いて縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川渦井川水系桜川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１７年３月１８日

３ 廃川敷地等の位置

新居浜市大生院字戸屋鼻２０７８番及び２０６９番７、２０６９番４

及び２０６９番２並びに２０６２番５の各地先

新居浜市大生院字戸屋鼻２０７１番３地先から２０６２番５地先

まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ２２４．２０平方メートル

�������
�愛媛県告示第５７７号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局建設部に

備え置いて縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川渦井川水系金剛院谷川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１７年３月１８日

３ 廃川敷地等の位置

西条市福武字八堂乙２７番１７地先

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ２７．１６平方メートル
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�愛媛県告示第５７８号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局四国中央

土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川宮川水系宮川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１７年３月１８日

３ 廃川敷地等の位置

四国中央市中曽根町字平畑乙１６８番１３地先

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ３．９５平方メートル

�������
�愛媛県告示第５７９号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局四国中央

土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川井関川水系石床川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１７年３月１８日

３ 廃川敷地等の位置

四国中央市中曽根町字新堂谷乙３５６番１４地先から乙３５６

番６地先まで及び同市中曽根町字小山久保乙３５０番１１地先

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ８９．７１平方メートル

�������
�愛媛県告示第５８０号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、四国中央市にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

四国中央市

四国中央市三島宮川四丁目６番５５号

代表者 市長 井原 巧

四国中央市三島宮川三丁目４番１５号

２ 埋立区域

� 位置

愛媛県四国中央市川之江町４０９７番及び４０９５番の地先公

有水面

� 区域

ア ３工区

次の各点を順次直線で結んだ線及び�の地点と�の
地点とを結ぶ昭和５８年９月２４日付け愛媛県指令４９港第

９２号で竣功認可された埋立地と公有水面との境界線（

Ｄ．Ｌ．＋３．８０メートルにより決定）により囲まれた

区域

基点 愛媛県四国中央市川之江町４０９７番国土地理院

「大江」四等三角点（北緯３４度００分２９．８２６４秒、東経

１３３度３３分０９．０９２０秒）

�の地点 基点から２１４度５５分１７秒２１．４５メートル

の地点

�の地点 �の地点から３１２度４０分２５秒１１２．９５メー
トルの地点

�の地点 �の地点から３０度１１分４２秒２０６．５０メート
ルの地点

�の地点 �の地点から１１６度３２分０６秒１０９．９５メー
トルの地点

イ ４工区

次の各点を順次直線で結んだ線及び�の地点と�の
地点とを直線で結んだ線により囲まれた区域

基点 愛媛県四国中央市川之江町４０９７番国土地理院

「大江」四等三角点（北緯３４度００分２９．８２６４秒、東経

１３３度３３分０９．０９２０秒）

�の地点 基点から３０１度２５分０８秒１１２．０９メートル

の地点

�の地点 �の地点から３１２度４０分２６秒４７．２２メー
トルの地点

�の地点 �の地点から３０度１１分４０秒１９３．３４メート
ルの地点

�の地点 �の地点から１１６度３２分０６秒４６．２０メー
トルの地点

� 面積

３工区 ２４，３６９．６０平方メートル

４工区 ９，２１６．８４平方メートル

合 計 ３３，５８６．４４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１２年２月８日 愛媛県指令１１港第２９３号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年３月１８日

�������
�愛媛県告示第５８１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、愛南町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

愛 媛 県 報平成１７年３月１８日 第１６４２号

２９４



��������������

��������������

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛南町

南宇和郡愛南町城辺甲２４２０番地

代表者 町長 谷口長治

南宇和郡愛南町城辺甲４１７９番地２

２ 埋立区域

� 位置

南宇和郡愛南町福浦１２１５番から同１４９１番に至る地先の

公有水面

� 区域

次の１点から１３点までを順次直線で結んだ線並びに１３

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．１０メートル）における公有水面と陸地との境界線によ

り囲まれた区域

基点（南宇和郡愛南町福浦１２１５番地内の福浦第１物揚

場のコンクリート舗装部に設置された金属鋲）は、北緯

３２度５４分５５秒、東経１３２度２９分５９秒の地点

１点は、基点から真北３１８度４５分２８秒２０．４９メートル

の地点

２点は、１点から真北４２度０４分５８秒２５．４０メートルの

地点

３点は、２点から真北１３２度０４分５８秒３３．８５メートル

の地点

４点は、３点から真北２２２度０４分５８秒１．００メートルの

地点

５点は、４点から真北１３２度０４分５８秒３．４０メートルの

地点

６点は、５点から真北４２度０４分５８秒１．００メートルの地

点

７点は、６点から真北１３２度０４分５８秒４６．６０メートル

の地点

８点は、７点から真北２２２度０４分５８秒１．００メートルの

地点

９点は、８点から真北１３２度０４分５８秒３．４０メートルの

地点

１０点は、９点から真北４２度０４分５８秒１．００メートルの地

点

１１点は、１０点から真北１３２度０４分５８秒２２．７５メートル

の地点

１２点は、１１点から真北９４度１１分４６秒３４．００メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１６５度４７分０８秒４．３０メートルの

地点

� 面積

４，２８９．０４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１５年３月１３日 愛媛県指令港第７９号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年３月１８日

�愛媛県告示第５８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 川之江大豊線
四国中央市金田町半田字宮谷乙４５４番１から

同町半田字榎実丁１４４番６１地先まで

旧 ８．０～２４．０ ０．３１０

新 ８．０～２４．０
１４．０～８７．０

０．３１０
０．６００

〃 〃
四国中央市金田町半田字榎実丁１４４番６１から

同町金川字山ノ東乙４８８番６まで

旧 ６．０～１４．６ ０．１９５

新 １２．４～３７．０ ０．１８５

〃 〃
四国中央市金田町金川字東山乙４７３番１から

同字乙４７３番１３まで

旧 ９．７～３８．４ ０．０６９

新 １５．０～３８．４ ０．０６５

愛 媛 県 報平成１７年３月１８日 第１６４２号

２９５
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�愛媛県告示第５８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡久万高原町西谷字小村１１７５９番から

同字１１７６０番まで

旧 ９．７～４１．８ ０．０４８

新 １１．１～４１．９ ０．０４８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡久万高原町西谷字小村１１７５９番から

同字１１７６０番まで
平成１７年３月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久万中山線 喜多郡内子町臼杵１３６５番１０
旧 ６．６～５３．５ ０．０１９

新 ４４．０～４８．２ ０．０１９

〃 〃
喜多郡内子町臼杵１３６５番１１から

同町臼杵１２４２番３まで

旧 ５．５～４５．０ ０．１３８

新 １０．８～５０．０ ０．１３８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久万中山線 喜多郡内子町臼杵１３６５番１０ 平成１７年３月１８日

〃 〃
喜多郡内子町臼杵１３６５番１１から

同町臼杵１２４２番３まで
〃

愛 媛 県 報平成１７年３月１８日 第１６４２号

２９６
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�愛媛県告示第５８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川松山線
上浮穴郡久万高原町有枝２２４９番から

同町菅生３番耕地１６０番３１まで

旧 ６．８～１１．２ ０．０７０

新 ２１．４～３２．２ ０．０６８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川松山線
上浮穴郡久万高原町有枝２２４９番から

同町菅生３番耕地１６０番３１まで
平成１７年３月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８０号

喜多郡内子町吉野川１８番地先から

同町寺村２０８７番地先まで
旧 ４．５～７０．４ ０．２９０

喜多郡内子町吉野川１８番地先から
同町寺村２０８７番地先まで
及 び

喜多郡内子町寺村２０９２番２から
同町寺村２０９０番まで

新
４．５～７０．４

１２．０～７２．０

０．２９０

０．２２０

〃 〃
喜多郡内子町寺村２０９０番から

同町寺村１９７８番８まで

旧 ９．４～２６．０ ０．３００

新 １４．５～３１．３ ０．３００

〃 〃

喜多郡内子町寺村１９７８番１地先から
同町寺村１４９９番５まで
及 び

喜多郡内子町寺村２２７０番１から
同町寺村１４９９番５まで

旧
４．５～５６．０

１２．０～８０．０

１．９４０

１．１３０

喜多郡内子町寺村１９７８番１地先から
同町寺村１４９９番５まで
及 び

喜多郡内子町寺村１９７８番８から
同町寺村１４９９番５まで

新
４．５～５６．０

１２．０～８０．０

１．９４０

１．８９０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三間線
北宇和郡三間町大字務田１６８番から

同大字７３７番２まで

旧 ７．０～１８．０ ０．１３０

新 ７．０～１８．０
８．５～４７．５

０．１３０
０．１８５

愛 媛 県 報平成１７年３月１８日 第１６４２号

２９７
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�愛媛県告示第５９４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、南予レクリエ

ーション都市計画駐車場２城山下駐車場の変更に係る都市計

画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５９５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和三間線
北宇和郡三間町大字務田１６８番から

同大字７３１番まで
平成１７年３月２５日

〃 広見吉田線
北宇和郡三間町大字務田７４０番２地先から

同町大字曽根９５７番１地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 一本松城辺線 南宇和郡愛南町上大道１０２８番７
旧 ５．７～３１．０ ０．１１０

新 ５．７～３１．０
２１．２～６４．８

０．１１０
０．０４１

〃 〃
南宇和郡愛南町上大道１０２８番７から

同町上大道９８０番２まで

旧 ５．０～１１．２ ０．１００

新 ５．７～４３．０ ０．０９５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 一本松城辺線
南宇和郡愛南町上大道１０２８番７から

同町上大道９８０番２まで
平成１７年３月１８日

愛 媛 県 報平成１７年３月１８日 第１６４２号

２９８
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�愛媛県告示第５９６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市土居町北野甲１２６２番１、甲１２６２番２及び甲１２

７０番２並びに甲１２６２番２地先農道及び甲１２７０番２地先水路

２ 申請人の住所氏名

四国中央市川之江町３１５７番地１

佐伯 正信

３ 図面省略

�愛媛県告示第５９７号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定

により告示する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５９８号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３

項の規定により告示する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５９９号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県

規則第４２号）第５条第６項の規定により告示する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局伊土検（開）第５６号

平成１７年３月７日
伊予市下吾川字柳２７番３

伊予市下吾川３９番地２
上 城 戸 孝 行

１６松局伊土検（開）第５７号

平成１７年３月７日
伊予郡松前町大字鶴吉字新開７０３番４

伊予郡松前町大字鶴吉７０３番地３
水 口 寛 幸

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

鬼北
第１
号

宇和島市栄町港三丁目３０３番地 えひめ南農業協同組合 北宇和郡鬼北町大字下鍵山７６５番地
えひめ南農業協同組合日吉支所

平成１７年３月１０日

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

宇第
６号

北宇和郡鬼北町大字近永８００番地１ 北宇和郡鬼北町 北宇和郡鬼北町大字下鍵山６４３番地
鬼北町日吉支所

平成１７年３月１０日

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

宇第
３０号
の２

北宇和郡鬼北町大字芝２２５番
地１

鬼北交通安全協会 売りさばき人
北宇和郡鬼北町大字芝２２５番地１
鬼北交通安全協会
売りさばき所
北宇和郡鬼北町大字芝２２５番地１
鬼北警察署内

売りさばき人
北宇和郡広見町大字芝２２５番地１
鬼北交通安全協会
売りさばき所
北宇和郡広見町大字芝２２５番地１
鬼北警察署内

平成１７年
１月１日

宇第
３４号

松山市南堀端町１番地 株式会社伊予銀行 売りさばき所
北宇和郡鬼北町大字近永６６４番地
伊予銀行近永支店

売りさばき所
北宇和郡広見町大字近永６６４番地
伊予銀行近永支店

平成１７年
１月１日

愛 媛 県 報平成１７年３月１８日 第１６４２号

２９９



公 告

公営企業告示
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�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般労働組合愛媛地方本部執行委員長藤波武男から次

のとおり争議行為を行う旨の通知が平成１７年３月７日あった

ので公表する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１７年度賃金引上げ・その他

２ 日時 平成１７年３月３１日正午以降本問題が完全解決に至

るまでの間

３ 場所 ４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を

単独又は併用して実施する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年３月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県公営企業告示第４号
次のとおり落札者を決定した。

平成１７年３月１８日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

宇第
３９号

北宇和郡鬼北町大字近永９４２
番地

北宇和高等学校Ｐ．Ｔ．Ａ 売りさばき人
北宇和郡鬼北町大字近永９４２番地
北宇和高等学校Ｐ．Ｔ．Ａ
売りさばき所
北宇和郡鬼北町大字近永９４２番地
北宇和高等学校内

売りさばき人
北宇和郡広見町近永９４２番地
北宇和高等学校Ｐ．Ｔ．Ａ
売りさばき所
北宇和郡広見町近永９４２番地
北宇和高等学校内

平成１７年
１月１日

宇第
６号

北宇和郡鬼北町大字近永８００
番地１

北宇和郡鬼北町 売りさばき人
北宇和郡鬼北町
売りさばき所
北宇和郡鬼北町大字下鍵山６４３番
地
鬼北町日吉支所

売りさばき人
北宇和郡日吉村
売りさばき所
同村役場

平成１７年
１月１日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年３月９日 特定非営利活動法人
日本玄心空手道総本部錬眞館 二 宮 重 � 愛媛県大洲市徳森２７０５番地１ この法人は、大洲市を本拠地とし、地域発

祥の空手の指導を地域住民に対して行うこ
とにより、子どもの健全育成、住民の健康
維持・体力向上に寄与し、空手の普及を通
じ地域の活性化を目的とする。

病 院 名 所 在 地

財団法人 創精会 松山市美沢一丁目１０の３８

医療法人 敬愛会久米病院 松山市南久米７２３

医療法人 清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９

財団法人 真光会 松山市南高井１４９１

医療法人 北辰会まなべ病院 西条市氷見丙４７７

財団法人 新居浜精神衛生研究所
財団新居浜病院 新居浜市松原町１３の４７

医療法人 十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１の１の
２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

ＰＥＴ－ＣＴシステム 一式
（県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１７年３月７日
株式会社自治体病院
共済会
東京都千代田区紀尾
井町３番２７号

７８７，５００，０００円 一般競争入札 平成１７年１月２５日

愛 媛 県 報平成１７年３月１８日 第１６４２号
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公営企業管理規程

雑 報
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�愛媛県公営企業管理規程第１号
愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程を次のよ

うに定める。

平成１７年３月１８日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程

愛媛県立病院料金規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第１１号）の一部を次のように改正する。

別表第１特別初診料の項の次に次のように加える。

セカンドオピ

ニオン外来科
１回 ５，０００円

附 則

この管理規程は、平成１７年４月１日から施行する。

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１７年３月８日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１７年３月１８日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道５６号改築工事（五十崎内子拡幅・愛媛県喜多郡内子町五十崎地内）並びにこれに伴う町道及び一級河川付替工事

並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１７年３月８日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１７年３月１８日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道５６号改築工事（五十崎内子拡幅・愛媛県喜多郡内子町五十崎地内）並びにこれに伴う町道及び一級河川付替工事

並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所有権以外の

権 利 の 表 示
関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県喜多
郡内子町五
十崎

甲２００２番４ 宅地 宅地 １８．１８ ６０．７７ ６０．７７

持分７６分の１
不明
ただし、東京都大田区南千束一丁目２０番１０号

加賀谷 まゆみ
又 は、愛媛県喜多郡内子町平岡甲１６８番地

内子町

─── ── ────

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所有権以外の
権 利 の 表 示 関 係 人

住所氏名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県喜
多郡内子
町五十崎

甲２００２番
２ 宅地 宅地 ３９．７３ ３９．７３ １９．８０

持分７６分の１
不明
ただし、東京都大田区南千束一丁目２０番１０号

加賀谷 まゆみ
又 は、愛媛県喜多郡内子町平岡甲１６８番地

内子町
持分９１２分の９００
愛媛県喜多郡内子町平岡甲１６８番地

内子町

─── ── ───

愛 媛 県 報平成１７年３月１８日 第１６４２号

３０１



��������������

正 誤

�正 誤

平成１６年１２月２８日付け第１６２２号愛媛県人事委員会規則７－

１００２（特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則）

中

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１７年３月８日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１７年３月１８日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

県道鳥井喜木津線改築工事（伊方越バイパス・愛媛県西宇和郡伊方町亀浦地内から同県同郡同町伊方越地内まで）及び町

道付替工事・河川改修工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

使 用
愛媛県喜
多郡内子
町五十崎

甲２００２番
２ 宅地 宅地 ３９．７３ ３９．７３ ４．２０

持分７６分の１
不明
ただし、東京都大田区南千束一丁目２０番１０号

加賀谷 まゆみ
又 は、愛媛県喜多郡内子町平岡甲１６８番地

内子町
持分９１２分の９００
愛媛県喜多郡内子町平岡甲１６８番地

内子町

─── ── ───

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県西
宇和郡伊
方町伊方
越字崎山

１１０７番１ 畑
畑

９９１
６９８．０９ ２６６．５３愛媛県西宇和郡

伊方町伊方越１１０８番地
門田 元

─── ─── ──────
宅地 ２９３．０９ ───

使 用
愛媛県西
宇和郡伊
方町伊方
越字崎山

１１０７番１ 畑
畑

９９１
６９８．０９ １１．８４

愛媛県西宇和郡
伊方町伊方越１１０８番地

門田 元
─── ─── ──────１５．３９

宅地 ２９３．０９ ───

ページ 箇 所 誤 正
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